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議会運営委員会 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 １ ５ 日 （ 木 ）               

午 前 １ ０ 時 ０ １ 分 開  会               

 

○小川委員長   皆さん、おはようございます。  

 それでは、ただいまより議会運営委員会を開催いたします。  

 本日は、追加議案についての議会運営委員会ということで、お集まりいただきま

してありがとうございます。  

 それでは、まず、ここで市長より御挨拶をいただきます。  

○加藤市長   おはようございます。  

 委員の皆様におかれましては、追加議案のための議会運営委員会を開催していた

だきまして誠にありがとうございます。  

 本定例会に上程させていただきます追加議案につきましては、議案第３８号、令

和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）の議決についての１議案でございます。  

 提出議案につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審査

賜りますようお願い申し上げます。  

○小川委員長   それでは、議題に入ります。  

 まずは提出議案について御説明願います。  

○森本総務課長   総務課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、今回提案しております議案について御説明させていただきます。  

 議案書の１ページでございますが、議案第３８号、令和５年度尾鷲市一般会計補

正予算（第４号）の議決についてにつきましては、補正予算書にて説明させていた

だきます。  

 補正予算書の１ページを御覧ください。  

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、補正前の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ４５２万３ ,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ１０４億１５３万４ ,０００円とするものであります。  

 ８ページ、９ページを御覧ください。  

 歳入であります。  

 １５款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金４５２万３ ,０００円の増

額は、低所得のひとり親世帯への生活応援給付金補助金の追加であります。  
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 １０ページ、１１ページを御覧ください。  

 歳出であります。  

 ３款民生費、２項児童福祉費、３目母子父子福祉費４５２万３ ,０００円の増額

は、県の制度創設により低所得の独り親世帯に対し、児童１人当たり２万円の生活

応援給付金を支給するもので、職員の時間外勤務手当２２万５ ,０００円及び低所

得のひとり親世帯への生活応援給付金４２０万円の追加が主なものでございます。  

 以上、提出議案の説明とさせていただきます。  

○小川委員長   説明は以上のとおりでございます。  

 ただいまの説明に対し、質疑がございましたら御発言願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小川委員長   それでは次に、追加議案の本定例会における取扱いについて、事

務局より説明いたさせます。  

○高芝議会事務局長   それでは、追加議案の取扱いについて説明させていただき

ます。  

 議題の追加議案につきましては、本定例会最終日である６月２０日火曜日に再開

されます本会議におきまして、会議録署名議員の指名の後、議案上程していただき

まして、提案説明、質疑、委員会付託を行い、本会議を暫時休憩して、行政常任委

員会を開催し、議案審査を行っていただきます。  

 委員会終了後、本会議を再開し、本定例会で付託されている全議案の委員会にお

ける審査結果等の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行って

いただく予定とさせていただいております。  

 なお、議案質疑発言通告書の提出期限につきましては、１９日月曜日午前１１時

までとさせていただいております。  

 また、ただいま議案付託表（案）のほうを通知させていただきましたので、御確

認いただきますようよろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

○小川委員長   ただいまの説明に対して、何か御質問はございませんか。  

○南委員   １点だけ、要望という形で聞いていただいたらいいんですけれども、

今回、追加議案でこんな形で出されたわけなんですけれども、今日も委員会がね、

前回出された付託案件の委員会をされるということで、もうできたら、余裕があっ

たら、今日で委員会審査ができるような形を取ってもらうほうが委員会としたら望

ましい形じゃないかなと感じていますので、ぜひとも余裕のあるときはそのような
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形を取っていただいたほうがいいんじゃないかなというような要望をしておきたい

と思います。  

○下村副市長   今回は三重県の事業ということで、県のほうの説明会が６月１日

ということで、その後、予算計上という形になりましたので、大変申し訳なくこう

いう日程となりましたことをおわび申し上げます。  

○小川委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小川委員長   ないようでしたら、ここで事務局より報告がございますので、報

告をお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、説明させていただきます。  

 ４月の議会報告会における市民の皆様からの御要望、御意見等に対する回答につ

きまして、執行部協力の下、取りまとめのほうをさせていただきましたので、御確

認いただければと思います。  

 なお、この回答につきましては、後日、市のホームページのほうへ掲載させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

○小川委員長   今の説明に対して何か御質問ございましたら。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小川委員長   それでは、ほかに何かございませんか。なければこれで閉じたい

と思うんですけど、何かございませんか。  

○中村委員   １３日の私の一般質問に対する市長からの不適切発言があったこと

について、謝罪と訂正と記録の削除を求めたいと思います。  

○小川委員長   ここに市長がみえますので、発言の真意というか、お伺いしたい

と思いますけど、いかがですか、市長。  

○加藤市長   まず、今回、委員からの質問が、東紀州環境施設組合における５市

町の利益を考える管理者の立場と、それから尾鷲市民の生命・財産を守る市長の立

場、どちらを優先されるかという御質問でございました。  

 私はこの質問に対しましては、あまりにも答えが明確過ぎて、質問として成り立

たないという、そういう思いでございました。そうしたことから言葉で言うと愚問

という言葉を使ったものであり、御質問の答えには当然どっちも大事です、重要で

すとはっきり申し上げたものでございます。これが事の経緯でございます。  
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○中村委員   どうお答えいただいても結構ですけれども、私の質問に対して愚問、

愚かな質問と言われる筋合いは全くありませんので、市長がどう思われたかにかか

わらず、議会での発言に対しては責任を取っていただきたいと思いますので、愚か

な質問であるかないかは私の質問内容であった市長の判断が愚かであったことには

変わりないと思いますので、私の質問が、市長が、広域のことも地域のことも結局

は何も勘案されず、２０年先のことも考えていなかったと自分ではっきりお答えい

ただいていますよね。ですから、私がどちらを大事にしていますかと聞いたときに、

どちらも大事にしていますということと、その後、２０年先のことは考えていない

と言われた、質問との整合性は全く取れないので、私の質問に対して愚問と言われ

たことに対しては、謝罪と撤回と記録の削除を求めます。  

○加藤市長   今回のこの質問、愚問という言葉に対することから、いろいろ発展

的にいろんな話に、当然今５市町でやっていること、それから今後尾鷲市としてご

み処理施設を、ごみ処理をどうしていくのかということについて、今の現状からず

っとこういうことを申し上げたんですけれども、これはまだ２０年先どうのこうの

って私は知りませんなんてそういうことは一切申し上げておりません。２０年先の

ことも考えながら今のことをやっている。それは、私は今回の議論には結びつかな

いと思いますけれども、まず、何度も繰り返しになりますけれども、６月１３日の

本会議において、私の発言の中で愚問に感じます、私自身が愚問に感じますとの言

葉を使ったことに関しましては、委員の質問は答えの分かり切った当たり前の回答

となることを踏まえての発言であったと認識しておりますが、この愚問という言葉

を使ったことについて、委員に対する答弁としては、ここは非常に委員も強調され

ているように、ふさわしくない、不適切であった。愚問という意味にはいろんな意

味があるわけなんですけれども、その辺のところを強調されておりますので、私自

身はそういうことを認識して、議長に発言取消しの申入れを行いたいと思っており

ますんですけれども、ただ、委員のそういうナイーブな気持ちに気づかずに大変失

礼いたしました。  

 以上でございます。  

○小川委員長   今、市長から発言の取消しの申出を議長に出すということですの

で、これ、本会議で諮っていただくことになるんですかね、議長、どうなんでしょ

うか。  

○仲議長   今、中村委員さんからの申出の答えに、市長から、その発言について

は失礼な部分があったという中で、削除のお話が出ましたので、それはもう事務的
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に本会議、会期中でございますので、本会議で削除のお話をさせていただきます。

よろしいですか、それで。  

 市長、それでよろしいですか。  

 あくまで、これは市長の考え方ですもんで、それを受けて議会としては削除の方

向で進ませていただくということにいたします。  

 以上です。  

○小川委員長   今議長のほうから本会議に諮って削除の方向でということでござ

いますので、そのように取り扱っていただきたいと思います。  

 他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小川委員長   なければこれで議会運営委員会を閉じます。御苦労さまでござい

ました。  

（午前１０時１３分  閉会）  

 


